
10月7日（月）から13日（日）は
「行政相談週間」です。
◆困ったら  一人で悩まず  行政相談◆

　「行政相談週間」は、総務省が行政相談制度を広く国民の皆様に利用していただくために、全国一斉に実
施しているものです。鏡野町では、この週間内に下記の日程で「一日合同相談所」を開催し、行政相談委員さ
んも参画し、行政相談をお受けします。
　国・県・町などの仕事や手続、サービスについての困りごとや苦情、ご意見、ご要望など、どんな小さなこと
でも結構ですのでお気軽にご相談ください。相談は無料で、もちろん秘密は守られます。
【津山一日合同相談所】
　と　き：令和元年１０月１６日（水）　10時～15時（受付は14時30分まで）
　　　　 （＊この日は、鏡野町中央公民館でも総合相談があります）
　ところ：津山市役所 2階大会議室

＊弁護士・税理士・司法書士への相談（1人30分）は、事前の予約が必要で、事前予約は9月30日（月）
8時30分から受け付けます。人数制限あり。

＊上記以外は予約不要で、当日先着順に受け付けます（1人30分程度）。
　お問い合せ先（予約先）：総務省岡山行政監視行政相談センター
　　　　　　　　　　　電話（０８６）２３１‒４３２２

　なお、総務省岡山行政監視行政相談センターでは、年間を通じて、様々な方法（電話・ＦＡＸ・メール等）で
ご相談をお受けしています。
　　行政苦情110番　０５７０‒０９０１１０　または、（０８６）２２４‒１１００　ＦＡＸ（０８６）２２１‒５６６１

令和
2年度 児童福祉週間標語募集

　令和2年度の児童福祉週間に向けて、その象徴となる
標語を募集します。
　最優秀作品に選ばれた標語は児童福祉週間のポス
ターやイベントで使われます。

＜募集内容＞夢と希望をもって幸せに育つ子どもたちを
応援する標語や未来に向けての子どもたち
からのメッセージとなる標語を募集します。

＜応募資格＞ どなたでも応募できます。
＜募集期限＞ １０月２０日（日）
　　　　　　（※郵送の場合、当日消印有効とします。）
詳細については、（公財）児童育成協会のホームページを
ご参照いただくか、下記までお問い合せください。

＜お問い合せ先＞
（公財）児童育成協会事業部標語募集係
電話（03）3498-4592
http://www.kodomono-shiro.or.jp/jigyo/hyougo

2019年度「児童福祉週間」の最優秀作品になった標語

その気持ち  誰かを笑顔に  させる種

１０月は里親月間です
～みんなの夢や希望を込めた児童福祉週間の標語を考えよう～

■『里親』とは、さまざまな事情により家族と一緒に生活
することができない子どもを家庭に迎えて育ててくださ
る方のことです。
■『里親制度』とは児童福祉法に基づき、公的な役割とし
て子どもの健やかな育ちを支援する制度です。できるだ
け良好な家庭的環境で育てることが望ましいとされて
います。
■温かく安心して自分を委ねられる大人と暮らせる家庭を
求めている子どもたちがいます。子どもが好きな方、子ど
ものために何かをしたいと望んでおられる方、里親制度
に興味をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。

　【お問い合せ先】
　〒７０８－０００４
　岡山県津山市山北２８８－１
　岡山県津山児童相談所 子ども支援課
　TEL（０８６８）２３－５１３１
　FAX（０８６８）２３－５１３２

一時里親もあります！
岡山県では、夏休み、冬休み、週末等に、児童養護施
設等で暮らしている子どもが、家庭を体験できるよう、
２泊３日程度子どもを家庭に迎え入れ、養育していた
だく一時里親推進事業をしています。

お問い合せ先】

里親になりませんか？
あなたを必要としている
子どもたちがいます。

  2019年10月  14


